
○浦安市特定創業支援等事業費補助金交付要綱 

平成30年４月19日 

告示第52号 

（趣旨） 

第１条 市長は、産業活力の向上を図るため、市内の事業者が行う特定創業支

援等事業に要する経費の一部に対し、浦安市補助金等交付規則（昭和53年規

則第10号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、予算の範囲内に

おいて、補助金を交付する。 

（令３告示67・一部改正） 

（定義） 

第２条 この要綱において「特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法（平

成25年法律第98号。以下「法」という。）第２条第33項に規定する特定創業

支援等事業をいう。 

（令３告示67・令４告示49・令７告示10・一部改正） 

（補助の対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができるものは、市内に事業所を設置して

いる法第128条第２項に規定する認定連携創業支援等事業者とする。 

（令３告示67・一部改正） 

（補助の対象事業） 

第４条 補助対象事業は、市内で法第２条第30項に規定する創業を行おうとす

るもの又は法第２条第31項に規定する創業者に対して行う法第127条第１項

に規定する創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業とする。 

（令３告示67・令４告示49・令７告示10・一部改正） 

（補助の対象経費等） 

第５条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第６条 規則第３条第１項の規定による申請は、市長が定める期日までに、浦

安市特定創業支援等事業費補助金交付申請書（別記第１号様式）に事業計画

書及び収支予算書を添えて、行うものとする。 

（令３告示67・一部改正） 



（交付の決定の通知） 

第７条 規則第６条の規定による通知は、浦安市特定創業支援等事業費補助金

交付決定通知書（別記第２号様式）により行うものとする。 

（令３告示67・一部改正） 

（実績報告） 

第８条 規則第12条の規定による報告は、浦安市特定創業支援等事業費補助金

実績報告書（別記第３号様式）に、事業報告書及び収支決算書を添えて、行

うものとする。 

（令３告示67・一部改正） 

（補助金の額の確定の通知） 

第９条 規則第14条の規定による通知は、浦安市特定創業支援等事業費補助金

額確定通知書（別記第４号様式）により行うものとする。 

（令３告示67・一部改正） 

（請求） 

第１０条 規則第15条の規定による請求は、浦安市特定創業支援等事業費補助

金交付請求書（別記第５号様式）により行うものとする。 

（令３告示67・一部改正） 

（補助金の概算払いの請求及び精算） 

第１１条 規則第16条第２項の規定による請求は、浦安市特定創業支援等事業

費補助金概算払交付請求書（別記第６号様式）により行うものとする。 

２ 規則第16条第１項の規定により概算払いの方法で補助金の交付を受けたも

のは、規則第14条の規定による通知を受けたときは、速やかに浦安市特定創

業支援等事業費補助金概算払精算書（別記第７号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（令３告示67・一部改正） 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、浦安市特定創業支援等事業費補助金

の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（令３告示67・一部改正） 

附 則 



この告示は、公示の日から施行し、平成30年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年３月31日告示第67号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日告示第49号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条、第４条並び

に別記第１号様式、第３号様式及び第５号様式から第７号様式までの改正規定

は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日告示第30号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月３日告示第10号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表（第５条） 

（令４告示49・令５告示30・一部改正） 

区分 補助対象経費 補助金の額 

創業に関する講習

会の実施 

（１） 広告宣伝費 

（２） 講師謝礼金 

（３） 消耗品費 

（４） 使用料及び賃借料 

（５） その他これらに類する

もの 

全額。ただし、一の年度につ

き580,000円を限度とする。 



 



 



 



 



 



 



 


